
多様な住民が活躍する暮らしやすい環境づくり
～話し合いによる受入態勢の整備～

集落の魅力の再発見

移住者の居住環境整備

移住希望者の不安解消

若者等の移住・定住の増大
（集落を支える多様な住民の確保）

農山村集落がもつ景観･伝統･
文化等の魅力の発掘

移住相談役※7の設置、同世代の
コミュニティづくり

農地付空き家※8の紹介、
お試し移住※9

直売所、農泊等の
地域ビジネスの展開

都市住民との協働による農地
や森林の保全活動等

地域の「顔」となる産品づくり
中山間地域に対応した営農体系
の確立

雇用の場の創出
交流・関係人口の増大

条件整備等営農環境の向上
小規模でも稼げる農業

多面的機能の持続
交流・関係人口の増大

移住希望者等への情報発信

「
集
落
ぐ
る
み
」
で
人
材
を
確
保

●持続可能な集落を実現するための好循環

現状（平成２７年度） 令和７年度 令和１２年度

農山村集落数 ２，９２７集落 ２，９２７集落 ２，９２７集落

●KPI

Ⅱ．多様な住民の活躍による農山村集落の維持・活性化
農山村集落※５が持つ景観・伝統・文化などの魅力の発信、都市住民との交流・協働により、関係人口※６の拡大
を図るとともに、お試し移住、農地付空き家の紹介等により、若者等多様な住民の移住・定住を促進します。ま
た、地域の「顔」となる産品づくりや地域ビジネスの展開などにより、農山村地域全体で稼ぐ取組を促進します。

農山村集落への移住・定住及び関係人口の拡大
を促進するとともに、集落全体で稼ぐ取組を推進
することで、農山村集落数を確保します。

※５ 農山村集落 市町村の区域の一部において、農業上形成されている地域社会。農林業センサスにおける農業集落と同じ（０戸集落を除く）。
※６ 関係人口 日常生活圏や通勤圏以外の特定の地域と継続的かつ多様な関わりを持っている人。
※７ 移住相談役 移住希望者の集落への移住がスムーズに行えるよう集落の案内や移住相談に当たる人。
※８ 農地付空き家 農地が付随した空き家。農地の権利取得に当たって下限面積要件を下回る面積を「別段の面積」として設定することができる。
※９ お試し移住 農山村集落への移住を進めるため、移住希望者が集落の方との触れ合いや農泊を活用した体験。
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